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笠間市議会清掃施設整備等調査特別委員会記録（第３３回）

令和７年３月１４日 午後２時３１分開会

出 席 委 員

欠 席 委 員

出 席 説 明 員

出席議会事務局職員

委 員 長 西 山 猛 君

副 委 員 長 益 子 康 子 君

委 員 長谷川 愛 子 君

〃 酒 井 正 輝 君

〃 河原井 信 之 君

〃 鈴 木 宏 治 君

〃 川 村 和 夫 君

〃 坂 本 奈央子 君

〃 安 見 貴 志 君

〃 内 桶 克 之 君

〃 田 村 幸 子 君

〃 林 田 美代子 君

〃 田 村 泰 之 君

〃 村 上 寿 之 君

〃 石 井 栄 君

〃 飯 田 正 憲 君

〃 石 松 俊 雄 君

〃 大 貫 千 尋 君

〃 大 関 久 義 君

〃 小薗江 一 三 君

〃 石 﨑 勝 三 君

〃 畑 岡 洋 二 君

な し

な し
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議 事 日 程

令和７年３月１４日（金曜日）

午後２時３１分開会

１ 開会

２ 案件

（１）第２回中間報告について

（２）その他

午後２時３１分開会

○西山委員長 委員の皆様方、特に広報委員会の関係者の皆様はこれから後に会議がある

ということで大変お疲れのところすみません。議員定数等調査特別委員会の終了後の大変

お疲れのところ、第 33 回清掃施設整備等調査特別委員会に御出席を賜りまして誠にあり

がとうございます。

○西山委員長 それでは早速会議に入ります。

本日の出席委員は全員であります。

定足数に達しておりますので、ただいまから会議を開きます。

本日の会議では執行部への出席を求めておりませんので執行部はおりません。

議会事務局より局長、次長、次長補佐、係長が出席しております。会議の記録は次長補

佐にお願いいたします。

本日は傍聴の申出がありましたので、これを許可しておりますので御了承願います。

○西山委員長 それでは本日の案件に入ります。

初めに（１）といたしまして、第２回中間報告についてです。去る２月 20 日に開催し

ました第 32 回の委員会において、今定例会の会期中に第２回中間報告を行うということ

で各会派から御意見を頂き中間報告の案を作成いたしました。

それでは案１を事務局より内容を説明させます。

○堀内議会事務局次長 それではタブレット資料 03 をお開き頂きたいと思います。

第２回中間報告の案でございます。

議 会 事 務 局 長 山 田 正 巳

議 会 事 務 局 次 長 堀 内 恵美子

次 長 補 佐 鶴 田 貴 子

係 長 神 長 利 久

係 長 上 馬 健 介
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初めに表紙がございまして、１ページを御覧ください。本委員会は、清掃施設の建設工

事や周辺地域における生活環境向上施設等の整備について調査検討するため、令和５年第

２回定例会において設置され、これまで 33 回にわたり調査検討を行ってまいりました。

第 19 回までの調査内容について行った第１回中間報告以降の調査結果について、以下の

とおり第２回中間報告をいたします。

大きな２番になりまして、特別委員会の概要です。名称、委員の定数です。こちらは変

わりはございません。

続いて次のページです。２ページなります。こちらについては、１番（３）ということ

で、付議事項として、こちらが設置されたときの目的が入ってございますので特に変更は

ございません。

大きな３番からが特別委員会の開催日程ということで、第 20 回以降の開催日程と内容

について記載してございます。こちらが次のページまでいっておりまして、本日の第 33

回まで入ってございます。

報告書の４ページです。大きな４番になります。こちらは朗読をさせて頂きたいと思い

ます。調査内容の第２回中間報告でございます。本委員会は令和５年６月 15 日からこれ

までに延べ 33 回の委員会を開催し、新清掃施設整備について調査を行い、令和６年第２

回定例会において第 19 回までに行った調査内容を集約し第１回中間報告を行いました。

第１回中間報告では、焼却施設とバイオガス発電施設を併設した場合の建設費及び運営費

等の概算事業費の算定に当たって、採用したアンケートの内容や過去の入札事例等のデー

タ数が比較対象として不十分であり、その時点においてバイオガス発電施設を併設すべき

であるか否かの判断は難しいとの意見を集約したところです。第１回中間報告以降につい

ても焼却施設とバイオガス発電施設を併設した場合の概算事業費やＣＯ2 削減効果等につ

いて継続して調査を行い、①としてバイオ併設施設のＣＯ2 削減効果について数学的根拠

を持って有効性を示して頂きたい。②として今後の人口減少やごみ量の推移などを十分に

考慮し過大な施設とならないよう計画に配慮願いたい。③として事業者選定アドバイザリ

ー業務の委託契約に当たっては適切な業者の選定に配慮願いたいとの意見を集約し、令和

６年８月１日付で本委員会としての提言書を提出いたしました。令和７年１月 26 日付け

で、地元柏井区長より現在の新清掃施設整備計画に組み込まれているバイオガス発電につ

いては、メタンガスを発酵した有機残渣物についても焼却を必要とし２度の燃焼が必要と

なること。メタンガス貯留タンクについての危機感、脱水汚泥の最終処理についての悪臭

の問題や地区のさらなるイメージダウンにつながる要素が含まれていることから、柏井区

会において断固反対で決議したという内容の要望書が議長あてに提出されました。第 31

回の委員会において、執行部より新環境センター整備手法の検討について、現計画案であ

る新設（建て替え）のほか、基幹的設備改良（延命化）、民間委託という手法を加えて今

後再検討するとの説明がありましたが、本委員会としては、今後の新清掃施設整備計画に
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あっては、ゆかいふれあいセンターの在り方とともに、早急に市民への理解啓発に努める

べきであり、特に地元住民への不安払拭を最優先課題として頂きたいと考えております。

以上のとおり、清掃施設整備等調査特別委員会の第２回中間報告として御報告を申し上げ

るとともに、本委員会としては引き続き調査を行い随時報告してまいりますとしておりま

す。

その次のページからは、令和６年８月１日付で市長あてに委員長名で提出をいたしまし

た提言書のほうが別紙ということで添付しております。

以上です。

○西山委員長 説明が終わりました。

この件につきましては、なるべく早い時期に資料のアップということで、データを皆さ

んと共有しました。その中でさらなる御意見等を頂きまして、次にタブレット資料 04 を

お開き願いたいと思います。

ただいま事務局より説明をいたしました案の中で、赤字の部分、タブレット資料５ペー

ジです。大項目で４の部分の赤字の部分。実質４のところだけの訂正なのですけども、こ

れは本日までの間に皆さんからの意見を集約して反映してみました。

いかがでしょうか。

暫時休憩いたします。

午後２時３９分休憩

午後３時３５分再開

○西山委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

休憩中に皆さんに貴重な意見を頂きました。取りあえずこの赤字の部分、一番下の過去

の部分ですが、ちょっと修正をしてみました。意見を酌み取りまして皆さんの意見に基づ

きまして修正してみました。

次長のほうから皆さんに。

○堀内議会事務局次長 口頭になりますけれども、申し上げます。

一番最後の段落の網かけの部分が、今問題というかポイントになっていると思いますの

で、本委員会としてはというところから修正の部分について申し上げます。

本委員会としては、現段階までの調査により今後の整備計画にあってバイオガス発電施

設を併設する場合については、地元の意見を最大限考慮し慎重に進めて頂きたいという点

と、ゆかいふれあいセンターの在り方については、公共施設の在り方検討の中において注

視すべきと考えております。今後の動向を注視していくというところにとどめて、まだ現

段階ではとどめておくほうがよろしいかなという・・・

○西山委員長 はい、大貫委員。

○大貫千尋委員 最初に附帯施設としてどうぞお使いくださいといって作ったやつだから、
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その辺については、さっき石松委員からの意見もあったけど、それは次の段階の問題だと

思うよ、俺は。

○西山委員長 おっしゃるとおりでなので、注視する、よく見ましょう、見ていきましょ

うというようなことでまとめたいと思います。

よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○西山委員長 活字でもう一回アップしますから。それについては私もしくは事務局にお

願いします。ちょっとノーだとか、このほうがいいのじゃないかとか、これを加えたほう

がいい、削ったほうがいいとか。

ただ全体としては、皆さんから意見が出ましたので反映してみました。

よろしくお願いしたいと思います。

はい、安見委員どうぞ。

○安見貴志委員 そうしますと、先ほどこの３段目のところ、赤字の判断を書き直すとい

うことになって、１案でという意見が出た部分は、そこは組まないのですね。

○西山委員長 何回も言いましたけど、１案を出した段階で皆さんから意見が出て、こん

なふうにまとめたので、１案にしちゃうと、皆さんの意見が無しになっちゃうので、あえ

てこれを議題として皆さんに議論してもらってということなのです。

○安見貴志委員 ２案が出たことで意見が出て、１案に戻したほうがよりなじむという意

見だと私は捉えたのですけど。違うのですか。

○西山委員長 暫時休憩いたします。

午後３時３９分休憩

午後３時４３分再開

○西山委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

ただいま休憩中に確認をして頂きました。

この内容で取りあえずアップします。最終案としてアップします。その上で、どうして

もここがということがあれば、事務局もしくは私のほうに御連絡ください。ただ日程的に

時間の問題がありますので、できればこの内容で御了承頂きたいと思います。

よろしくお願いします。強制はしませんが。

そういうことで、取りあえず今の段階ではこの内容で中間報告といたしますのでよろし

くお願いいたします。提出するのが最終日です。

この委員会の中で、柏井区長より議長あてに提出されました要望書に対して、委員会と

していずれかの回答をすべきではないかとの御意見を前回頂きました。

提案なのですが、ただいまの中間報告書を要望書に対する回答、現在進行形でこういう

ことですということで回答ということでお返ししてはいかがかなという提案をさせてもら
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います。

いかがでしょうか。

〔「いいのじゃない」と呼ぶ者あり〕

○西山委員長 何月何日の本会議の場で報告しましたということで、既成事実として報告。

要望書ですから、明確な戻しというよりも、何かそのほうがいいかなということで考えま

した。

御了承頂ければ。

〔「了解」と呼ぶ者あり〕

○西山委員長 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○西山委員長 そのように決したいと思います。

それではこの内容につきましては定例会終了後、議長名で柏井区の皆さん、区長あてに

議長名でお渡しするということで御了承願いたいと思います。

次に、（２）その他に入ります。

酒井委員より資料が提出されております。タブレット資料 06 についてですが、この件

につきましては次回でよろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○西山委員長 酒井委員がよろしければ。

○酒井正輝委員 はい。

○西山委員長 この件につきましては引き続き資料として残しますので、次回、酒井委員

より説明を頂きたいと思います。

その他ありませんか。

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕

○西山委員長 それでは以上で本日予定した案件は終了いたします。

次に、次回の開催日、さらには協議すべき事件についてまとめたいと思いますので、御

意見を頂きたいと思います。

林田委員どうぞ。

マイクお願いします。

○林田美代子委員 ４月 21 日、全協の後で良いと思います。

○西山委員長 ただいま林田委員より、次回開催予定日を４月 21 の全協の日の定数の特

別委員会の後でいかがかということで出ました。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西山委員長 よろしいですか。

それでは次回の開催日は４月 21 日、全員協議会終了後、議員定数等調査特別委員会終

了後で開催ということでお願いします。
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次に、事件内容につきましては、後日、正副委員長と事務局で相談をして、今までの整

理をして、３本立てぐらいにします。それでもし御意見があれば頂きたいと思います。そ

れでよろしいですか。後日、Ｌｏｇｏチャットでお知らせしますから、よろしくお願いし

ます。

それでよろしいですね。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○西山委員長 ありがとうございます。

それではそのように決します。

以上で第 33 回清掃施設整備等調査特別委員会を終了いたします。

中身のある議論ありがとうございました。

御苦労さまでした。

午後３時５０分閉会


